
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～市民パワーで、福津市をもっと 

住みたいまちに！ Let’s 市民力！！～ 

政務活動費報告（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日）（なのはな会） 

項  目 金  額  

研究研修費 62,040 全国市町村議会議員研修 

資料購入費  47,955 書籍、新聞代 

広報費 83,089 議会報告ニュース発行 

事務費 39,726 
ファイル 

議会タブレット型端末議員負担金 

合計 232,810  

20,000（月）×12ヶ月×2 人＝480,000円 480,000円―232,810円＝247,190円（返納） 

 

なのはな会：福津

市議会では会派制

になっています。

田中純子は、社民

党の石田まなみ議

員と会派を組んで

います。 

予算から 

☆当初骨格予算 260億 1997万円 

骨格予算って？ 

・支出することが制度的に決められている経

費や継続的事業を中心にした予算を言います。 

予算編成時期に市長選挙が行われたことによ

るものです。市長の政策に沿った予算は、6月

議会に提案されます。 

☆その中でもちょっと注目したい予算 

・特別支援教育支援員 5名増員 

（令和 2年 9月・12月議会一般質問で提案） 

 

3 月議会 ここが気になる 

田中じゅんこの一般質問から 

☆前回に引き続き、子どもたちの教育環境の改

善に向け提案 

☆市民からの修繕などの要望を受け、みんなが

野外活動を楽しめる公園の整備について提案 

議案から 

☆福間会館の使用料値上げに反対 

会議室の使用料金を比べると 

6月 30日までは 5時間以内 110円 

7月 1日からは 110円×5時間で 550円 

・福間会館は社会福祉法により、近隣住民の生

活の改善及び向上を図るための各種事業を行

うために設置されており、有料貸館事業も行っ

ています。市内の公共施設とのバランスを取る

ために使用料改定を行うものですが、本来の設

置目的に沿うならば、段階的な料金改正にする

ことが必要だと考えます。 

 

議案から 

☆福津市都市計画法に基づく開発許可の基準

の緩和に関する条例 

・都市計画法では、宅地開発時には開発区域

の面積の 3％以上の公園、緑地又は広場を設

置するように義務付けられています。 

その最低基準を緩和しています。 

現行：3,000㎡（90㎡の公園） 

 

 

改定後：10,000㎡（300㎡の公園） 

この条例では、10,000㎡以下の開発には

公園等の設置が義務づけられません。 

そのため、4 月 1 日から開発事業指導要綱が

改定され、3,000㎡以上の開発区域では、3％

以上で 165㎡以上の公園等の設置をしなけれ

ばならないとしています。 

 だから小～さな公園が

たくさんあるのね 

みなさまのご意見、現場の声を
お聞かせください 
TEL・FAX 0940-42-2973   
E-mailfukutsu@fnet.gr.jp   

 

 
他にエアコン代

もかかるよね 
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